
～明るいシニアライフ
　　　　　　　のために～　
～明るいシニアライフ
　　　　　　　のために～　知っ得知っ得 情報！情報！

　
「
人
生
１
０
０
年
時
代
」
と
い
う
言
葉
を
よ

く
耳
に
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
長
寿
社
会

の
中
で
「
自
分
の
死
」
に
つ
い
て
考
え
る
「
終

活
」
と
い
う
言
葉
が
広
ま
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　
「
残
さ
れ
る
人
へ
の
思
い
や
り
」
や
「
自
分

の
人
生
を
ど
う
締
め
く
く
る
か
」
に
つ
い
て
家
族
と
話
し
合
う
機
会

に
し
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

★
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
ノ
ー
ト
っ
て
？

　
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
ノ
ー
ト
と
は
、
自
分
の
意
志
や
希
望
を
示
す
記
入

式
ノ
ー
ト
で
す
。
「
ど
う
死
を
迎
え
た
い
の
か
」
「
誰
に
い
つ
知
ら

せ
て
ほ
し
い
の
か
」
な
ど
を
記
入
し
ま
す
。
遺
言
と
違
い
、
エ
ン
デ

ィ
ン
グ
ノ
ー
ト
に
は
遺
族
へ
の
法
的
拘
束
力
が
な
く
、
気
軽
に
書
く

こ
と
が
で
き
ま
す
。

  ★
デ
ジ
タ
ル
情
報
の
管
理
は
で
き
て
い
ま
す
か
？

　
故
人
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
、
パ
ソ
コ
ン
な
ど
の
パ
ス
ワ
ー
ド
が
分

か
ら
ず
、
中
身
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
相
談
が
あ
り
ま
す
。

パ
ス
ワ
ー
ド
が
分
か
ら
な
か
っ
た
場
合
、
有
料
サ
ー
ビ
ス
の
引
き
落

と
し
や
金
融
取
引
に
気
づ
か
ず
、
金
銭
的
な
損
害
が
生
じ
る
お
そ
れ

も
あ
り
ま
す
。
利
用
し
て
い
る
サ
ー
ビ
ス
の
サ
ー
ビ
ス
名
、
Ｉ
Ｄ
、

パ
ス
ワ
ー
ド
な
ど
を
ま
と
め
て
紙
に
書
き
、
分
か
る
よ
う
に
し
て
お

き
ま
し
ょ
う
。

　
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
（
全
額

免
除
・
一
部
納
付
）
・
納
付
猶
予
・

学
生
納
付
特
例
の
承
認
を
受
け
た
期

間
が
あ
る
場
合
、
保
険
料
を
全
額
納

め
た
と
き
よ
り
も
老
齢
基
礎
年
金
の

受
取
り
額
が
少
な
く
な
り
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
期
間
の
保
険
料
は
、
将

来
受
け
取
る
老
齢
基
礎
年
金
を
増
額

す
る
た
め
に
、
10
年
以
内
で
あ
れ
ば

さ
か
の
ぼ
っ
て
納
め
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
（
追
納
）

　
た
だ
し
、
免
除
等
の
承
認
を
受
け

た
期
間
の
翌
年
度
か
ら
起
算
し
て
３

年
度
目
以
降
に
追
納
さ
れ
る
と
、
当

時
の
保
険
料
額
に
一
定
の
加
算
額
が

上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。

　
追
納
の
お
申
込
み
は
市
役
所
ま
た

は
お
近
く
の
年
金
事
務
所
で
お
願
い

し
ま
す
。

考
え
て
お
き
た
い
！

考
え
て
お
き
た
い
！

し
ゅ
う
か
つ

し
ゅ
う
か
つ

に
つ
い
て

に
つ
い
て

「
終
活
」

「
終
活
」

保
険
年
金
課　
　
　

51
ー
６
６
２
８

高
岡
年
金
事
務
所　

21
ー
４
１
８
０

　
　
　
　

（
音
声
案
内
②
番
↓
②
番
）

●
射
水
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
（
生
活
安
全
課
内
）

　

月
〜
金
曜
日　

午
前
９
時
〜
午
後
４
時　
　
　

℡
52
ー
７
９
７
４

●
富
山
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
高
岡
支
所

　

（
高
岡
市
御
旅
屋
１
０
１
番
地　

御
旅
屋
セ
リ
オ
５
Ｆ
）

　

月
〜
金
曜
日　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時　

℡
25
ー
２
７
７
７

●
消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン　

℡
１
８
８

問
合
せ
先

問
合
せ
先

場
所
：
射
水
市
役
所
本
庁
舎　
１
０
４
相
談
室

日
時
：
５
月
18
日
（
火
）

　
　
　
午
前
10
時
〜
午
後
３
時

予
約
：
高
岡
年
金
事
務
所　
21
ー
４
１
８
０

　
　
　
（
音
声
案
内
①
番
↓
②
番
）

出
張
年
金
相
談

出
張
年
金
相
談

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
期
間

　
　
　
・
納
付
猶
予
期
間
が
あ
る
方
へ

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
期
間

　
　
　
・
納
付
猶
予
期
間
が
あ
る
方
へ

消費生活
第80回
消費生活
第80回

令和３年度に追納する場合の額
追納額

（加算後の金額）年　度

平成23年度の月分

平成24年度の月分

平成25年度の月分

平成26年度の月分

平成27年度の月分

平成28年度の月分

平成29年度の月分

平成30年度の月分

令和元年度の月分

令和２年度の月分

当時の
保険料額
15,020

14,980

15,040

15,250

15,590

16,260

16,490

16,340

16,410

16,540

16,410

16,540

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

加算額は、
ありません。
加算額は、
ありません。｝

※

基
礎
年
金
番
号
の
わ
か
る
も
の
や
身
分
証
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

事
前
に
予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。
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